
飯山市の人事行政運営状況 

※特に注釈のない限り、「職員」とは常勤の一般職員を指します。 

 

■職員の任免および職員数に関する状況 

【職員の採用・退職状況】 

採用者数 R7.4.1 

職 種 上級職 中級職 初級職 合 計 

人 数 ６ ２ １ ９ 

退職者数 R6.4.1～R7.3.31 

退職事由 定年 定年以外の退職 合 計 

人 数 ４ ４ ８ 

 

【部門別職員数の状況と主な増減理由】R7.4.1現在 

部  門 
職 員 数（人） フルタイム会計年度 

任用職員数（人） 令和７年度 令和６年度 増 減 

一般行政 

議会 

総務企画 

税務 

民生 

衛生 

農林 

商工 

土木 

３ 

５０ 

１１ 

５０ 

１３ 

１５ 

９ 

２４ 

３ 

４９ 

１２ 

５１ 

１３ 

１３ 

９ 

２４ 

 

１ 

△１ 

△１ 

 

２ 

 

 

‐ 

１６ 

‐ 

２３ 

３ 

０ 

‐ 

８ 

特別行政 教育 ３３ ３３  ３５ 

公営 

企業等 

水道 

下水道 

その他 

７ 

５ 

１３ 

７ 

６ 

１３ 

 

△１ 

 

２ 

３ 

６ 

合  計 ２３３ ２３３  ９６ 

※職員数は、派遣職員等（令和７年度４名、令和６年度３名）を除いています。 

 増減理由は、組織機構および人員配置の見直しに伴う部門調整などによるものです。 

 

■職員の服務の状況 

  令和６年度中の本市における営利企業等への従事許可の状況（地方公務員法第 38条第１項

による任命権者の許可を受けたもの）は次のとおりです。 

申請件数 承認件数 承認した主な従事事項 

４０ ４０ 各種統計調査員等 

 



■職員の退職管理の状況 

 平成 28年４月１日に地方公務員法が改正され、再就職した元職員による本市への働きかけ

の禁止などの規制が導入されました。これに伴い、飯山市職員の退職管理に関する条例を

制定し、職員の適正な退職管理に取り組んでいます。 

 

■職員の分限および懲戒処分の状況 

 処分件数 R6.4.1～R7.3.31 

分限処分の件数（延べ人数） 主な理由 

免職 休職 降任 降格 計 
病気によるもの 

‐ 10 ‐ ‐ 10 

懲戒処分の件数 主な理由 

免職 停職 減給 戒告 計 個人情報の不適切

な取扱い等 ‐ ‐ １ ‐ １ 

 【分限処分】 

  一定の事由によって職員がその職務を十分に果たすことができない場合などに、職員の

意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分で、公務能率の維持向上を図ることを

目的としています。 

【懲戒処分】 

 職員の一定の服務義務違反に対して職員に科する制裁としての処分で、規律の維持を目

的として職員の道義的責任を問うものです。 

 

■職員の研修と人事評価の状況 

【研修の実施状況】R6.4.1～R7.3.31 

区分 内  容 

飯山市独自研修 接遇研修、人事評価研修、交通安全講習、DX 推進研修、ハラスメント研修 

飯山市以外が 

主催する研修 

一般職員研修、部課長研修、係長研修、新規採用職員研修、法務執

行研修、税務研修など 

 

【人事評価の状況（令和６年度）】 

 人事評価は、「人材育成の促進」および「公務能率改善による市民サービスの向上」を図

ることを目的に、平成 28年度から正規職員全員を対象に実施しています。 

評価結果については、職員の給与や昇給昇格などの処遇に反映しています。  

評価方法・回数 評価期間 評価対象者 

業績評価 

（年２回） 

前期：令和６年４月～９月 

後期：10月～令和７年３月 
前期業績・能力評価：225人 

後期業績：223人 

※正規職員のうち、育児休業等により評価

期間に勤務しなかった職員を除く。 
能力評価 

（年１回） 
令和５年 10月～令和６年９月 



■職員の給与の状況 

【人件費と職員給与費の状況】 

① 人件費の状況（令和６年度普通会計決算） 

歳出額(Ａ) 人件費(Ｂ) 人件費率(Ｂ/Ａ) 

170億 7,169万円 25億 3,432万円 14.8％ 

※人件費には、職員のほか特別職および会計年度任用職員に支給される給与等を含みます。 

②職員給与費の状況（令和７年度一般会計当初予算） 

職員数(Ａ) 

給 与 額（千円） １人あたり 

給与費 

(Ｂ/Ａ) 

共済費 
給 料 

職 員 手 当 
合 計 

 うち期末・勤勉手当 

正規職員 
208 

人 
799,867 465,486 325,750 1,265,353 6,080 258,561 

フルタイム 

会計年度 

113 

人 
266,537 89,956 71,487 356,493 3,150 71,361 

  ※職員手当には、退職手当及び選挙手当を含みません。 

【特別職報酬などの状況】R7.4.1現在 

区 分 給料月額 期末手当支給割合 

市 長 

副市長 

教育長 

議 長 

副議長 

議 員 

783,000円 

634,000円 

556,000円 

342,000円 

287,000円 

264,000円 

【市長、副市長、教育長】 

6月期、12月期それぞれ 

給料月額×1.4(役職加算)×1.65月 

年間合計 3.30月 

【議長、副議長、議員】 

6月期、12月期それぞれ 

給料月額×1.4(役職加算)×1.725月 

年間合計 3.45月 

【職員手当の状況】R7.4.1現在 

区分 
飯山市 

国 
期末 勤勉 

期末手当 

勤勉手当 

一般職員 

（年間合計） 

特定管理職員 

（年間合計） 

1.250月 

（2.500月） 

1.050月 

（2.100月） 

1.050月 

（2.100月） 

1.250月 

（2.500月） 

同左 

区分 自己都合 定年・勧奨  

退職手当 

勤 続 20 年 

勤 続 25 年 

勤 続 35 年 

最 高 限 度 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.7090月分 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.7090月分 

47.7090月分 

同左 

※他に扶養手当、通勤手当、住居手当、寒冷地手当等があります。 



【一般行政職の初任給と経験年数別学歴別平均給料月額の状況】R7.4.1現在 

区 分 大学卒 高校卒 

初任給 220,000円 188,000円 

経 

験 

年 

数 

10年以上 15年未満 

15年以上 20年未満 

20年以上 25年未満 

25年以上 30年未満 

30年以上 35年未満 

35年以上 

289,200円 

314,700円 

356,000円 

381,200円 

406,200円 

429,800円 

262,200円 

281,400円 

333,400円 

352,700円 

372,600円 

403,000円 

 

【一般行政職の平均給料月額と平均年齢の状況】R7.4.1現在 

平均給料月額 平均年齢 

327,600円 43.1歳 

 

■職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

【職員の勤務時間】 

 １日の勤務時間：午前８時 30分から午後５時 15分 

         （途中１時間の休憩時間を設け、１日７時間 45分） 

 勤務の割振り ：月曜日から金曜日（１週間 38時間 45分） 

【休暇等の種類】 

 年次休暇、療養休暇、特別休暇(夏季、結婚、産前産後、子の看護、忌引、ボランティア

活動等)、育児休業、介護休暇など 

【年次休暇】 

 年間 20日付与、取得しなかった年次休暇は 20日を限度に翌年度に繰り越して取得可能。 

 令和６年中の職員の平均取得日数は 10.0日 

【育児休業、介護休暇の取得状況】 

 令和６年度中に新たに育児休業を取得した職員の人数 

 取得者数 

育児休業の 

取得期間 
３ヵ月以下 

３ヶ月超え 

６ヶ月以下 

６ヶ月超え 

９ヶ月以下 

９ヶ月超え 

１年以下 

１年超え 

２年以下 

２年超え 

３年以下 

男性職員 １ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

女性職員 ‐ ‐ ‐ １ ２ ２ 

令和６年度中に新たに介護休暇を取得した職員の人数 

 取得者数 

介護休暇の 

取得期間 
１ヵ月以下 

１ヶ月超え 

２ヶ月以下 

２ヶ月超え 

３ヶ月以下 

３ヶ月超え 

４ヶ月以下 

４ヶ月超え 

５ヵ月以下 

５ヵ月超え 

６ヶ月以下 

男性職員 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

女性職員 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 



■級および職制上の段階ごとの職員数 R7.4.1現在 

級 

級別基準職務表

に規定する基準

となる職務 

合 計 内 訳 
職制上 

の段階 (人) (％) 補職名 (人) 

１級 
定型的な業務を

行う職務 
36 15.2 

主事 

技師 

保育士 

主事補 

技師補 

副保育士 

14 

3 

10 

4 

2 

3 

主事級 

2級 主任の職務 51 21.5 主任 51 主任級 

3級 
主査の職務 

副主幹の職務 
56 23.6 

主査 

副主幹 

35 

21 
主査級 

4級 
係長の職務 

主幹の職務 
47 19.8 

係長 

主幹 

企画員 

出張所長 

園長 

給食ｾﾝﾀｰ所長 

32 

1 

5 

1 

7 

1 

係長級 

5級 

課長補佐の職務 

困難な業務を行

う主幹の職務 

20 8.4 
課長補佐 

主幹 

16 

4 

課長補佐

級 

6級 
課長の職務 

副参事の職務 
18 7.6 

課長 

副参事 

議会事務局次長 

16 

1 

1 

課長級 

7級 
部長の職務 

参事の職務 
9 3.8 

参事 

部長 

議会事務局長 

2 

6 

1 

部長級 

合 計 237 100    

※職員数は、派遣職員等４名を含んでいます。 

 

  



■職員の福祉と利益の保護の状況 

【産業医および衛生委員会の設置】 

 職員の衛生および健康の管理を行うため産業医を置くとともに、職員の危険および健康障

害を防止するための基本となるべき対策、公務災害の原因の調査および再発防止対策その

他職員の安全および衛生に関することについて調査審議するため衛生委員会を設置してい

ます。 

 

【公務災害の発生および認定状況】R6.4.1～R7.3.31 

区  分 発生数 認定数 

公務災害 ２ ２ 

通勤災害 ‐ ‐ 

 

【健康診断等の実施内容】 

レントゲン間接撮影、胃集団検診、大腸がん検診、婦人がん検診、人間ドック、総合健康

診断、ストレスチェック 

 

【福利厚生】 

①  福利厚生制度として、地方公務員法第 42条の規定に基づき飯山市職員互助会を設置

し、会員(職員)からの会費（給料月額の 1,000分の 4.5に相当する額。令和６年度 約

4,118千円）で運営されています。 

互助会が実施する給付金（祝金、慶弔金、人間ドック助成金等）、資金の貸付、厚生

活動支援、物資あっせんなどの事業の費用は、会費により賄われています。 

 ② 職員の共済制度は、他の健康保険や厚生年金の制度と同様に地方公務員等共済組合法

に基づき、職員と市が分担・拠出する財源により短期給付事業、長期給付事業、福祉事

業等を行っています。 

 

【北信広域連合公平委員会への措置要求、不服申し立ての状況】 

地方公務員は労働基準権が制限されているため、その代償的措置として、公平委員会に対

して勤務条件に対する措置要求や不利益処分に対する不服申し立てができる制度が用意さ

れています。 

区分 令和６年度中の件数 

措置要求 ‐ 

不服申し立て ‐ 

 


